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監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 

 

当社は、2025年 3月 3日開催の取締役会において、2025 年 6月開催予定の第 144期定時

株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．監査等委員会設置会社への移行の目的 

当社は、約 400年続く住友の事業精神を継承し、社会課題の解決に貢献しつつ自らの持続

的成長を実現することを目指しています。 

その実現のため、取締役会の構成や運営方法をはじめ、コーポレートガバナンスに関する

諸施策の見直しを進めてまいりました。その結果、毎年実施している取締役会の実効性評価

においては、実効性の高いガバナンス体制が構築されていると評価されておりますが、取締

役会の「経営の監督」および「中長期的な経営戦略・方針の審議・評価」などのモニタリン

グ機能のさらなる強化の観点から、ここ数年、機関設計の在り方についても議論・検討を重

ねてきたところです。 

足元では、成長軌道への回帰、そして当社が長期的に目指す企業像である「Innovative 

Solution Provider」への変革に向けて、抜本的構造改革を推進するとともに、本年４月か

らは新たな中期経営計画をスタートさせることも踏まえ、その基盤となるコーポレートガ

バナンス体制を一段と強化すべく、今般、当社は「監査等委員会設置会社」に移行すること

といたしました。 

これにより、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とするこ

とで取締役会の監督機能をさらに高度化するとともに、監査等委員会と内部統制・監査部門

との指示・連携体制強化により執行に対する監査の実効性も充実させます。また、取締役会

が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることによって、取締役会にお

ける経営方針や中長期の経営戦略に関する議論を一層深化させます。加えて、取締役会のモ



 

 
 

ニタリング機能を確保しつつ従来以上に迅速かつ機動的な経営の意思決定を図ってまいり

ます。 

 

２．監査等委員会設置会社への移行時期 

2025 年 6 月開催予定の第 144 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認を

いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 

 

３．その他 

本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。 

 

以 上 

  



 

 
 

機関設計移行の概要 

 

■現在の体制（監査役会設置会社）               ■移行後の体制（監査等委員会設置会社） 
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